
「
特
定
健
康
診
査
の
情
報
提

供
書
」提
出
協
力
の
お
願
い

　
町
の
国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ

て
い
る
4０
～
74
歳
の
方
を
対
象
に
、

特
定
健
康
診
査
を
行
っ
て
お
り
ま
す

が
、
当
町
の
受
診
率
は
3０
％
台
と
一

層
努
力
が
必
要
な
状
況
と
な
っ
て
い

ま
す
。
受
診
率
向
上
の
取
組
み
と
し

て
、
町
の
特
定
健
康
診
査
以
外
の
健

康
診
査
（
人
間
ド
ッ
ク
・
職
場
の
健

診
な
ど
）
を
受
け
た
方
に
特
定
健
康

診
査
情
報
提
供
書
の
提
出
の
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

日
　
時　
平
成
２9
年
9
月
3０
日
㈯
ま

で対
象
者　
箱
根
町
国
民
健
康
保
険
加

入
の
昭
和
17
年
4
月
1
日
～
昭
和
5２

年
3
月
31
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方
・

町
の
特
定
健
康
診
査
以
外
の
健
康
診

査
（
人
間
ド
ッ
ク
・
職
場
の
健
診
等
）

を
受
け
た
方

申
込
方
法
・
提
出
場
所　
保
険
年
金

課
・
各
出
張
所
・
さ
く
ら
館

★
協
力
頂
い
た
方
に
は
、
粗
品
を
進

呈
し
ま
す
。

申
込
・
照
会
先　
保
険
年
金
課

　
☎
８
５
―
９
５
６
４

『
平
成
28
年
度
の
高
齢
者
肺
炎
球
菌

ワ
ク
チ
ン
』予
防
接
種
対
象
者
の
方
へ

～
接
種
期
間
は
３
月
31
日

㈮
ま
で
～

　
高
齢
者
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
は
、

接
種
で
き
る
年
度
が
年
齢
に
よ
っ
て

限
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
今
年
度
対
象
と
な
る
方
に
は
、
昨

年
４
月
に
「
接
種
券
」
（
ピ
ン
ク
色
）

を
送
付
し
ま
し
た
。

　
接
種
を
希
望
す
る
方
は
、
３
月
31

日
㈮
ま
で
に
接
種
し
て
く
だ
さ
い
。

※
期
限
を
過
ぎ
た
接
種
券
は
使
用
で

き
ま
せ
ん
。

対
　
象　
平
成
２9
年
３
月
31
日
時
点

で
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

○
65
歳
、
7０
歳
、
75
歳
、
8０
歳
、
85

　
歳
、9０
歳
、95
歳
、１
０
０
歳
の
方

○
6０
歳
以
上
65
歳
未
満
で
、
心
臓
、

　
腎
臓
、
呼
吸
器
の
機
能
ま
た
は
ヒ

　
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免

　
疫
機
能
障
が
い
の
方
（
身
体
障
害

　
者
手
帳
１
級
相
当
）

※
対
象
年
齢
の
方
で
あ
っ
て
も
、
肺

炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
を
接
種
し
た
こ
と

が
あ
る
方
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

自
己
負
担
額　
３
，
０
０
０
円

※
生
活
保
護
世
帯
お
よ
び
町
民
税
非

課
税
世
帯
の
方
は
、
申
請
に
よ
り
ワ

ク
チ
ン
接
種
に
係
る
費
用
が
全
額
免

除
さ
れ
ま
す
。

照
会
先　
さ
く
ら
館　

☎
８
５
―
０
８
０
０

医
療
機
関
で
の
が
ん
検
診
、

特
定
健
診・長
寿
健
診
は

３
月
31
日
㈮
ま
で
に

　
ま
だ
受
診
し
て
い
な
い
方
は
、
健

康
管
理
の
た
め
に
も
、
ぜ
ひ
医
療
機

関
で
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

※
今
年
度
既
に
集
団
検
診
（
健
診
）

を
受
診
し
た
方
は
、
医
療
機
関
で
の

重
複
受
診
は
で
き
ま
せ
ん
。

【
が
ん
検
診
】

　
受
診
に
は
、
ピ
ン
ク
色
の
受
診
券

が
必
要
で
す
。
受
診
券
が
手
元
に
な

い
方
に
は
再
発
行
し
ま
す
の
で
、申
し

出
て
く
だ
さ
い
。（
取
扱
医
療
機
関
な

ど
の
詳
細
は「
保
健
だ
よ
り
」を
参
照
）

◎
乳
が
ん
検
診
に
つ
い
て

　
乳
が
ん
検
診
の
マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ

検
査
は
、
国
の
方
針
に
よ
り
２
年
に

１
回
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
年
度
中
に
偶
数
年
齢
に
な
る
方
が

対
象
と
な
り
ま
す
の
で
、
ま
だ
受
診

し
て
い
な
い
方
は
、
早
め
に
受
診
し

ま
し
ょ
う
。

照
会
先　
さ
く
ら
館　

☎
８
５
―
０
８
０
０

【
特
定
健
康
診
査・長
寿
健
康
診
査
】

　
い
ず
れ
も
町
内
の
医
療
機
関
で
、

無
料
で
受
診
で
き
ま
す
。

対
　
象

○
特
定
健
診　

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

　
4０
～
74
歳
の
方

○
長
寿
健
診　

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
し

　
て
い
る
方

受
診
に
必
要
な
も
の
　
受
診
券
、
健

康
保
険
証

照
会
先　
保
険
年
金
課　

☎
８
５
―
９
５
６
４

◎
特
定
保
健
指
導

　
特
定
健
診
を
受
け
た
4０
歳
～
74
歳

の
方
の
中
で
、
内
臓
脂
肪
症
候
群

（
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
）

の
リ
ス
ク
が
高
い
と
判
断
さ
れ
た
方

に
保
健
指
導
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
よ
り
早
い
段
階
で
生
活
改
善
を
行

う
こ
と
で
動
脈
硬
化
の
進
行
に
ブ
レ

ー
キ
を
か
け
ら
れ
ま
す
の
で
、
対
象

と
な
っ
て
い
る
方
は
ぜ
ひ
保
健
指
導

を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

照
会
先　
さ
く
ら
館　

☎
８
５
―
０
８
０
０

検診の種類・費用
胃がんリスク 1,100円
肺がん 500円／1,100円
大腸がん 600円
前立腺がん 500円／1,100円
子宮がん 1,600円／2,800円
乳がん 900円／2,600円
※検査内容により金額が異なります。

電
気
自
動
車
に
か
か
る

軽
自
動
車
税
の
免
除

　
町
で
は
電
気
を
動
力
源
と
す
る
軽

自
動
車
を
購
入
し
た
町
民
の
方
に
対

し
軽
自
動
車
税
の
免
除
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　
詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
し

て
い
た
だ
く
か
、
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い
。

申
込
・
照
会
先　
税
務
課

☎
８
５
―
７
７
５
０

原
動
機
付
自
転
車
な
ど
の

名
義
変
更
等
の
案
内

　
原
動
機
付
自
転
車
や
軽
自
動
車
な

ど
の
廃
車
、
名
義
変
更
は
届
出
を

　
軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日

現
在
で
、
原
動
機
付
自
転
車
や
軽
自

動
車
な
ど
の
保
管
場
所
が
あ
る
市
区

町
村
か
ら
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
こ
れ
ら
を
廃
車
、
名
義
変
更
し
た

場
合
、
ま
た
は
町
外
に
転
出
し
て
そ

の
保
管
場
所
が
変
更
に
な
っ
た
場
合

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
届
け
出
先
で
必
ず

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

○
排
気
量
１
２
5
cc
以
下
の
原
動
機
付

自
転
車・小
型
特
殊
自
動
車・ミ
ニ
カ
ー

届
出
先
　
税
務
課
☎
８
５
―
７
７
５
０

○
排
気
量
１
２
5
cc
を
超
え
る
二
輪
車

届
出
先　
湘
南
自
動
車
検
査
登
録
事
務

所
☎
０
５
０
―
５
５
４
０
―
２
０
３
８

○
三
輪
・
四
輪
の
軽
自
動
車
（
排
気

量
6
6
0
cc
以
下
）

届
出
先　
軽
自
動
車
検
査
協
会
湘
南
支

所
☎
０
５
０
―
３
８
１
６
―
３
１
１
９

◎
他
市
区
町
村
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト

の
原
動
機
付
自
転
車
を
町
内
で
所
有

し
て
い
る
方
へ

　

原
動
機
付
自
転
車
の
ナ
ン
バ
ー
プ

レ
ー
ト
は
、そ
の
保
管
場
所
の
あ
る
市

区
町
村
で
交
付
を
受
け
る
よ
う
に
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、「
箱
根
町
」へ

の
変
更
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

照
会
先　
税
務
課☎

８
５
―
７
７
５
０

現状を知る
　平成27年、全国で 2 万 ４ 千人余
りの人が自ら命を絶ちました。同
じ年、交通事故で亡くなった人は
約 ４ 千人で、自殺で亡くなった人
は約 6 倍にもなります。
　平成10年以降、 ３ 万人を超えて
いた自殺者数は、2４年には、 ３ 万
人を下回り、その後減少していま
す。これは、国全体の取組みによ
り、少しずつ成果が現れてきてい
ると考えられますが、依然として
自殺者は後を絶たず、毎日約70人
もの命が失われるという厳しい現
状があります。
　自殺の原因で最も多いのは、う
つ病などの健康問題ですが、経済
状況がもたらす生活苦や長時間労
働などによる過労、また、職場や
学校での人間関係、さらには、子
育てや介護といった家庭問題も増
加傾向にあります。ただし、これ
らの原因は、一つではなく、いく
つかの様々な要因が複雑に絡み合
って関係しているといわれます。

サインに「気付く」
　自殺を考える人の心理状態には、
共通する特徴があるといわれてい
ます。思い悩む日々が続き心の負
担が大きくなり、気持ちに余裕が
なくなって「心の視野」が狭くな

ってしまうことです。その結果、
考え方が極端になってしまい、自
殺することが唯一の解決策だと思
い込んでしまいます。
　しかし本当は、「死にたい」の
ではなく、困難なことから「抜け
出したい」と考え、常に気持ちが
揺れ動き、自殺の危険を示す「サ
イン」を発しています。
　「普段と何か違う気がする」と
感じる小さな変化がサインです。
眠れない、食欲がない、口数が少
ないなど、いつもとは違う言動が
あった時は、そのサインに気付き、
声をかけましょう。まずは「気付
く」ことが大切です。

「あなたが大事」　

　自殺を考えている人と向き合う
には、その人の考えや状態、気持
ちを受け入れることから始めてく
ださい。
　そのためには、まず話を聞き、話
してくれたことをねぎらい、共感し
ていることを伝えます。そして「あ
なたを大事に思っている」というこ
とを意思表示することが重要です。
　「傾聴」と呼ばれるこの対応は、
専門家でなければできないと思わ
れがちですが、相手を思う気持ち
があれば、自殺を考えている人の
心を和らげることにつながります。
　しかし、じっくり話を聞き、一

緒に悩んでも、自分だけでは解決
できないと思った時には、専門の
相談窓口を紹介するなど、必要な
支援につなげ、あたたかく見守り
ましょう。

誰でも「命の門番に」
　悩んでいる人に気付き、声をか
け、話を聞いて、必要な支援につ
なげ、見守る人を「ゲートキーパ
ー（命の門番）」といいます。ゲー
トキーパーとして大切なことは、

「気付く」「傾聴」「つなぎ」「見守り」
の ４ つです。そのため、専門家以
外にも、民生委員やボランティア
など地域の人、そして家族や友人、
誰もがゲートキーパーとして支援
者になることができます。
　大切な人の命を守るために自ら
行動する人が、ゲートキーパーな
のです。

1人で悩まないで
　自殺は、本人だけでなく遺され
た家族や周囲の人たちに大きな悲
しみを与えます。
　自殺を考えている人は、自分一
人で悩みを抱えず、家族や友人、
身近な人を頼ってください。話し
づらいと感じたら、県などの相談
窓口も利用できます。
　あなたの話を聞き、寄り添って
くれる人は、必ず身近にいます。

大切な人の
命を守るために
ー3月は自殺対策強化月間ですー

ある日突然、大切な人が命を絶ってしまったら・・・。
町内でも毎年数人の自殺者が確認されていますが、

自殺で失われる命の多くは
「救うことのできる命」だと言われています。

大切な人の命を守るために、
私たちができることについて
一緒に考えてみませんか。

相談先　神奈川県精神保健福祉センターこころの電話相談☎0120−821−606　　　　　照会先　さくら館☎85−0800

赤
ち
ゃ
ん
と
マ
マ
の
教
室

　
産
後
間
も
な
い
お
母
さ
ん
と
赤
ち

ゃ
ん
、
妊
婦
の
方
の
た
め
の
教
室
で

す
。
気
軽
に
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

日
　
時　
3
月
２4
日
㈮

　
　
　
　
1０
時
45
分
～
14
時
3０
分

場
　
所　
さ
く
ら
館

内
　
容　
ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ
、
出

産
前
後
の
マ
マ
の
食
事
（
調
理
実
習
）

対
　
象　
生
後
２
か
月
頃
の
赤
ち
ゃ

ん
お
よ
び
そ
の
母
親
、
妊
婦
の
方　

持
ち
物　
母
子
健
康
手
帳
、
筆
記
用

具
、
エ
プ
ロ
ン

申
込
方
法
　
3
月
14
日
㈫
ま
で
に
電

話
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

申
込
・
照
会
先　
子
育
て
支
援
課

☎
８
５
―
９
５
９
５

街
路
灯
調
査
を
実
施
し
ま
す

　
町
で
は
、
皆
さ
ん
が
安
全
・
安
心

に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
施
策
の
一

環
と
し
て
、
町
内
に
設
置
さ
れ
て
い

る
街
路
灯
・
道
路
照
明
灯
・
防
犯
灯

の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
に
向
け
、
設
置
場
所
・

設
置
状
況
の
調
査
を
行
い
ま
す
。

調
査
期
間　
3
月
1０
日
㈮
～
4
月
２8

日
㈮

調
査
場
所　
町
内
全
域

調
査
委
託
業
者　
株
式
会
社
ネ
ク
シ

ィ
ー
ズ・株
式
会
社
山
越
家
電
サ
ー
ビ
ス

※
調
査
員
は「
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明
作
業
班
」と
記
載
さ

れ
た
、腕
章
と
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用
し
て
い
ま
す
。

照
会
先　
観
光
課
☎
８
５
―
７
４
１
０
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